
 

【予算の方向性】　１．拡大　　２．維持　　３．削減　　４．休止　　５．廃止　　６．終了

前年度から
の累積効果

24年度合計

事業費 一般財源(ａ） 一般財源（ｂ） 事業費 一般財源（ｃ） （ｂ）　＋　（ｃ）

1

０５．
社会保障
制度の充
実

保健事業
活動費
（公民館健
康づくり教
室外4事業）

国保年金課

国保医療費
の適正化を目
標に、３部７
課で健康づく
り推進本部を
結成し、各課
が国保予算を
活用して展開
する各種保健
事業

ａ－５

現在行っている健康づくり事業
が、医療費の適正化に効果を挙
げているのかを検証し、不要な事
業の廃止や、例年キャンセル待
ちが多く出る人間ドッグ・脳ドック
受診助成等に予算を振り向ける
など事業の見直しを検討すべき
である。

ａ－５ 総合経営会議意見に同じ △ 63 △ 63 △ 63 △ 63 △ 126
国保事業としては廃止。
人間ドッグ・脳ドッグ受診
助成に予算を配分

2

２０．
消防・救
急体制の
強化

非常備
消防費
（消防団
詰所施設
整備事業）

消防局
警防課

市民の安心
安全のため地
域防災の拠
点として設置
している消防
団詰所の整
備拡充を行う
事業

d－３

地域防災の拠点として設置して
いる消防団詰所は、市民の安心
安全のため重要であるが、現在
の詰所位置や設置数が適切なの
かの検証や調査が十分なされて
いないと思われることから、地域
の実情を考慮しながら適正な詰
所管理基準を定めることを検討
すべきである。

ｃ－３

消防団については、自治組織との密接な関
係があることから、自治組織との連携の中
での詰所、防火活動等がどうあるべきかと
いうものを調査・研究し、基準を定めた上
で、見直しを行うことが望ましい。

3
２４．
廃棄物の
適正処理

生ごみ処理
機器購入
補助金

清掃管理課

市内に居住す
る者が、市内
で生ごみ処理
機器を購入す
る際に、購入
金額の２分の
１（上限３万
円）を補助金
として交付す
る事業

ｃ－３

燃やせるごみの約７割を占める
「生ごみ」の減量化を促進すると
ともに、ごみ減量に対する市民の
意識の高揚を図るため、生ごみ
処理機器の購入補助は有効では
あると思われるが、補助金額につ
いて他都市平均と同程度の補助
とすることを検討すべきである。

ｃ－３ 総合経営会議意見に同じ △ 1,260 △ 1,260 △ 1,260 △ 1,260 △ 2,520

生ごみ処理機器購入補
助金について購入金額の
２分の１（上限３万円）を
購入金額の２分の１（上
限２万２千円）に変更

4
２９．
農業の振
興

大分市花卉
園芸大会
補助金

農林水産課

市内花卉同
好会による園
芸大会(朝顔、
菊花)に対して
補助金を交付
する事業

ｂ－３

補助金交付についての見直しを
検討するとともに、市民活動の一
環として「あなたが支える市民活
動応援事業」の活用など、自立し
た会運営を行える体制の確立を
めざすことを検討すべきである。

ｂ－３ 総合経営会議意見に同じ △ 100 △ 100 △ 100 △ 100 △ 200

5

３６．
魅力ある
観光の振
興

教育旅行誘
致事業(豊
の都市おお
いた情報発
信事業)

観光課

旅行業者へ
の依頼などを
通して県外教
育機関へ修
学旅行誘致を
行う事業

ａ－５

教育旅行等の誘致促進は、観光
関連産業への経済波及効果は
大きく、欠かすことは出来ない取
組ではあると思われるが、観光
課において実施している他の事
業との統合により、有効かつ効果
的な事業展開が図れると思われ
ることから事業の整理・統合を検
討すべきである。

ａ－３

総合経営会議意見に同じであるが、加えて
民間との連携強化により効率的かつ効果的
な事業展開が期待できることから、更なる民
間活力の活用を検討することが望ましい。

△ 718 △ 718 △ 718 △ 718 △ 1,436
教育旅行単独での誘致
委託を廃止

≪非公開分≫

平成２２年度大分市行政評価による平成２３・２４年度予算への反映状況

総合経営会議　意見

【改革の方向性】　a．目的廃止、または再検討　　b．民間活力等の利用　　ｃ．制度・組織・規制等の改廃　事務事業の改善
                        　ｄ．コスト削減のための改善    ｅ．受益者負担の見直し　　ｆ．現行どおり

番号 事業名 所管課
施策及び
基本姿勢

外部評価委員会　意見事業概要
評価 評価

備考

平成23年度当初予算措置状況

対前年度影響額
累計

(a) + (b) + (c)

平成24年度当初予算措置状況

24年度新規措置影響額



前年度から
の累積効果

24年度合計

事業費 一般財源(ａ） 一般財源（ｂ） 事業費 一般財源（ｃ） （ｂ）　＋　（ｃ）

6
３９．
交通体系
の確立

未登記道路
等処理業務

土木管理課

市道認定がさ
れている道路
敷について、
大分市以外
の所有者が
登記簿上存
在しているた
め、それらの
所有権を大分
市に移転する
ための事業

d－３

市内すべての未登記物件の移転
作業は、今後かなりの期間と費
用がかかると思われることから、
当分の間は必要最小限の取組と
することを検討すべきである。

d－３
総合経営会議意見に同じであるが、事業の
優先度は低いことから、事業費を出来るだ
け抑えることが望ましい。

7

９４．
行政改革
の推進・
計画的な
財政運営

庁舎等の設
備保守点検
業務委託
（指導業務）

契約監理課

入札事務の
効率化やコス
ト縮減及び入
札契約制度
の透明性・公
平性の向上を
図る事業

d－２

地方公共団体の契約は一般競争入札
によることが原則であり、随意契約は、
あくまでも例外的な契約方法であること
を踏まえた場合、前例にとらわれること
なく法的要件や合理性等を厳密に判断
する必要があるが、専門性や安全性確
保の観点から設備設置業者や系列業
者と長年に亘って随意契約している事
例が見受けられる。安全性の観点から
は一定の合理性はあるが、安易な執行
とならないよう個々の事案ごとに業務
の性質や特殊性、経済性等を十分に
検証したうえでの業者選定を検討すべ
きである。

d－２

随意契約に当たっては、契約事務の公正性
や透明性を確保するため、個々の契約ごと
に内容の妥当性や経済的合理性を十分検
討するなど、適正な事務執行体制の確立に
努めることが望ましい。また、特殊な機械設
備などに係る契約についても、設備設置業
者以外への発注変更などにより経費節減が
期待できるため、他都市の状況等も調査、
検討する中で、技術の特殊性などについて
検証し、更なる競争性、透明性の確保に努
めることが望ましい。
さらに、その他の契約についても、トータル
コストを勘案する中で、入札事務の効率化
やコスト縮減に努めることが望ましい。

庁舎等の設備保守点検
業務委託契約の見直しに
ついて、全庁的に文書指
導を行うこととし、全課に
通知文書を送付

△ 2,141 △ 2,141 △ 2,141 △ 2,141 △ 4,282合計

番号
施策及び
基本姿勢

事業名 所管課 事業概要 総合経営会議　意見 外部評価委員会　意見

平成23年度当初予算措置状況 平成24年度当初予算措置状況

累計
(a) + (b) + (c)

備考
評価 評価

対前年度影響額 24年度新規措置影響額



前年度から
の累積効果

24年度合計

事業費 一般財源(ａ） 一般財源（ｂ） 事業費 一般財源（ｃ） （ｂ）　＋　（ｃ）

8
０１．
地域福祉
の推進

市民いこい
の家運営事
業

福祉保健課

大分市民の
健康と福祉の
増進を目的と
し、低廉な料
金で宿泊でき
る施設の運営
を行う事業

a－２

昭和58年5月に大分市民の保養
施設として開設されたが、近年は
施設の老朽化等の影響もあり、
利用者数は減少傾向となってい
る。また、平成18年度からは、指
定管理者制度の導入により、財
政負担の軽減を図ってきたが、
厳しい財政事情と費用対効果、
今後想定される大規模改修工事
等、多くの検討課題が残っている
ことから、施設の今後の方向性に
ついて検討すべきである。

不要

【不要　５件】
・現状での使用が不能となった時点で廃止
すべき
・当初と比較して、現在では多くの代替温泉
施設があり、利用者が大幅に減少している
（魅力の減少）ことから廃止すべき
・料金設定の根拠が不明であり、民業圧迫
にもつながりかねない。民間が行っている事
業について、市はできるだけ実施することを
控えるべき
・現状では市が当該事業を運営すべき必要
性が見出せない。施設自体は立地条件も良
く立派なものである。資産価値があるうちに
売却の検討をすべき
・安価な保養施設が増えている現在、市が
この事業を継続する必要性は低い

【見直しが必要　２件】
・利用者増に向けて、幅広い層への周知を
図るとともに、利用料金の見直すべき
・事業の目標や目標期限などの見直すべき

△ 45,000 △ 45,000 △ 45,000

9
０２．
高齢者福
祉の充実

高齢者ワン
コインバス
事業

長寿福祉課

高齢者の健康維
持、積極的な社
会参加の促進と
生きがいを持っ
た生活支援目的
に、満７０歳以上
の高齢者が市内
に一般路線バス
を利用する際、
「ワンコインバス
専用バスカード」
を使用し、通常
運賃に応じた利
用者負担額で乗
車する事業

ｃ－３

高齢者の健康維持、積極的な社
会参加の促進など、その効果は
高いものと考えられるが、今後も
高齢者人口の増加により経費増
が見込まれることから、利用回数
の見直しや対象年齢の見直し、
利用者負担額の見直しなど、今
後の方向性について検討すべき
である。

見直し
が必要

【見直しが必要　７件】
・利用者、市、バス事業者の負担割合を見
直しすべき（受益者負担の点で不公平感が
出ないように）
・利用制限を検討すべき（年齢制限、利用時
間の限定、定額割引など）
・気軽に外出できる環境づくり、生きがいづく
り、商店街の活性化の観点から、バス事業
者の一部負担を検討して継続実施すべき
・対象年齢の見直し（７５歳以上）や、一定の
所得制限を設けた上で対象者を限定し継続
実施すべき

△ 10,000 △ 10,000 △ 10,000 △ 10,000 △ 20,000

業実態調査に基づき利用
者負担を100円に統一。
平成23年度はバス事業
者への委託料を1千万円
減額し、バス事業者に一
定の負担を求める。

10
１２．
学校教育
の充実

大分っ子学
習力向上推
進事業

教育指導課

個別指導や
習熟度別指
導を行う非常
勤講師を配置
し、本市児
童、生徒の学
力向上を目指
す事業

ｃ－２

本市の学力は全国平均を下回る
項目が多々見受けられる。現状
の小学校16校、中学校2校を対
象とした内容では本市全体の底
上げになっていないと思われるこ
とから、今後の方向性を検討す
べきである。

見直し
が必要

【見直しが必要　４件】
・期待したほどの成果が上がっていないこと
から、方法論を抜本的に見直すべき
・対象学年や教える教科などについて工夫
すべき
・現在の実施方法を見直し、例えば退職した
先生などで構成するボランティア組織を作る
など、地域の学習サポーター制度の構築を
図るべき
・本来は県費でこの事業を行うべき

【継続　３件】
・児童の満足度が高いというプラス面をしっ
かり評価し、より一層の講師増を図るべき
・先生のレベルアップが必要。正規職員を増
やせないのであれば、非常勤講師をもっと
増やして成果を上げるべき

備考対前年度影響額

≪公開分≫

外部評価委員会　意見

平成23年度当初予算措置状況

番号
施策及び
基本姿勢

事業名 所管課 総合経営会議　意見 24年度新規措置影響額事業概要
評価 評価

累計
(a) + (b) + (c)

平成24年度当初予算措置状況



前年度から
の累積効果

24年度合計

事業費 一般財源(ａ） 一般財源（ｂ） 事業費 一般財源（ｃ） （ｂ）　＋　（ｃ）

11

１６．
スポーツ
レクリエー
ションの振
興

市民プール
管理運営事
業

スポーツ・健
康教育課

夏期シーズン
における親子
や子どもたち
の憩いの施設
として運営を
行う事業

ｃ－３

親子や子どもたちの憩いの施設
として市民には好評であるが、老
朽化が著しいプールも多く、今後
修繕や改修に多額の費用がかか
ることが想定されることから、一
部プールの有料化を検討すると
ともに、整理統合・廃止を視野に
入れ、施設の今後の方向性を検
討すべきである。

見直し
が必要

【見直しが必要　７件】
・無料の市民サービスとしては、利用者が固
定されている（地域的な公平性）プールもあ
り、費用がかかりすぎていることから見直す
べき
・老朽化しているプールを維持するためには
多額のコストを要することから統廃合を行う
べき
・統廃合により、老朽化したプールは閉鎖。
存続させるプールは有料化またはスポン
サーの獲得を検討すべき
・すべて一律無料である必要はない
・すべて有料化することが望ましいとは思わ
ないが、利用者が料金を払ってでも使いた
いと思うようなプールは有料化すべき

12
２４．
廃棄物の
適正処理

ごみ減量・リ
サイクル推
進事業

（指定ごみ
袋
有料制の導
入）

清掃管理・
清掃業務・
清掃施設課

廃棄物の発
生の抑制と再
利用の促進に
より、廃棄物
の減量と生活
環境の保全を
図り、市民の
健康で快適な
生活を確保す
る事業

ｃ－３

資源循環型社会を構築するため
には、ごみ減量・リサイクルの推
進は欠かせないものであり、特に
家庭ごみについては更なる減量
が必要である。多くの都市で導入
され、ごみの減量化に一定の効
果をあげている指定ごみ袋とそ
の有料制の導入は有効な手段で
あると思われるが、平成２１年度
に調査した市民意識調査では導
入に慎重な意見も多かったことか
ら、今後の方向性を検討すべき
である。

見直し
が必要

【見直しが必要　７件】
・有料化を導入すべき。ただし、使途を明確
にして市民が納得する説明をすべき
・住民の意識改革や公平性の観点から導入
すべき
・行政コストの大幅削減（ごみの発生抑制、
最終処分場の延命等）、市民意識の醸成、
公平性の観点から有料制を導入すべき
・導入している他都市において効果が実証
されていることから、早期有料化を図るべき
・日本一きれいなまちづくりを目指す大分市
として、ごみ減量化やごみ処理施設の長寿
命化を目的にごみ有料化を図るべき

13
４１．
下水道の
整備

公共下水道
事業

（整備方針
の見直し）

下水道経営
企画課

市民の快適な
生活環境の
確保と市街地
における浸水
被害を軽減す
るための事業

ｃ－３

平成２２年４月から企業会計方式
を導入し、独立採算制を基本とし
ながら、業務執行方式や組織・体
制の見直しなどコスト削減に努め
ていることから、今後は、更に効
率的かつ効果的な手法について
検討すべきである。

見直し
が必要

【見直しが必要　７件】
・計画区域の見直しを含めた長期的な収支
計画を策定すべき
・計画当初から実情が変化している地域が
あると思われることから、明確な基準を定め
たうえで、現状にあった優先順位を早急に
決定すべき
・計画区域の縮小と合併処理浄化槽の推進
を図るべき。ただし、現在は公共下水に比し
て合併処理浄化槽の導入は個人負担が大
きいため、設置費の補助金額を上げるな
ど、導入インセンティブを高めるべき
・計画の変更、整備スケジュールを市民に
十分説明すべきである
・現在の下水道中心の整備方針と、合併処
理浄化槽を活用した取組と、どちらが効果
的かのシュミレーション（試算）が不十分で
ある。これらを検証した後、適切な整備方針
を定めるべきである

14

９４．
行政改革
の推進・
計画的な
財政運営

公有財産の
有効活用事
業

管財課

公有財産の
有効的かつ効
率的な運用の
一環として、
売却及び貸付
を行うことによ
り財源の確保
を図る事業

ｃ－２

以前は行政財産の貸付等は厳しく制限
されていたが、平成１８年の地方自治
法の一部改正により長期的な貸付が
可能となっており、本市では平成２２年
度より各施設の自動販売機について、
随時貸付に切り替え財源の確保を図っ
ているところである。しかしながら、その
他の行政財産については活用が十分
になされていない状況にあることから、
貸付による積極的な利用を推進すると
ともに、従来の目的外使用による利活
用についても検討すべきである。

見直し
が必要

【見直しが必要　７件】
・目的外使用の現状把握と供用可能性を検
討し、その定義や使用料等に関するルール
を整備すべき（特に学校施設における敷地
内駐車、施設等利用について）
・民間の手法や有識者の意見などを参考に
積極的に取り組むべき
・学校施設における敷地内の駐車など公務
員の駐車料の徴収を検討すべき

△ 10,000 △ 10,000 △ 10,000 △ 45,000 △ 55,000 △ 65,000

△ 12,141 △ 12,141 △ 12,141 △ 45,000 △ 57,141 △ 69,282

合計

総合計

番号
施策及び
基本姿勢

事業名 所管課 事業概要 総合経営会議　意見 外部評価委員会　意見

平成23年度当初予算措置状況 平成24年度当初予算措置状況

累計
(a) + (b) + (c)

備考
評価 評価

対前年度影響額 24年度新規措置影響額


